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東京も、晴れた日中でもタクシーが
ヘッドライトを点けて走るようになっ
た。ヘルシンキでは、走行中のほとん
どの車が日中にヘッドライトを点けて
走っている。聞くところによると、フ
ィンランドでは新車は規則でエンジン
をかけると自動的にヘッドライトが点
灯するようになっているそうだ。安全
が第一である。そのフィンランドで第5
番目の原子力発電所の建設計画が進ん
でいる。
一方、国内の約58％の電力を原子力

発電で賄っているベルギーが、1月16日
に上院において、7基の原子力発電所を
25年後までに全廃する法案を可決、成
立させた。ドイツに次いで「ベルギー
よおまえもか」である。原子力発電大
国のフランスから電力を輸入するのか、
石油、石炭、天然ガスに頼って炭酸ガ
スを増やすのか、一般大衆受けはする
が非効率で投資効果が低く、しかも不
安定な自然エネルギーに頼るのか。EU

諸国のエネルギー政策も様々である。

わが国の原子力発電はどうか。1月27
日の高速増殖原型炉「もんじゅ」訴訟
の判決（二審）は、一審判決を破棄し、
設置許可を無効とするものであった。
事故や故障、不祥事の続いた日本の原
子力開発においては、さらなる試練と
いうことだ。それにしても安全である
とした国の原子力の専門家の判断を否
定し、国の安全審査に欠陥があるとし
た裁判官は、さぞかし原子力の専門的
な勉強が大変であっただろうと推察す

る。しかしながら、この判決は三権分
立の司法を盾とした偏見ではないだろ
うか。これでは、航空機であれ、新幹
線であれ、橋梁であれ、すべて設置許
可が無効になってしまう。リスクがゼ
ロの工学システムはありえないからだ。
安全審査が十分でないという指摘は厳
しく受け止めなければならないが、技
術の基本についての配慮が欠けている。
これでは原子力技術の開発が出来ない。
この4月には、不祥事を起こした東京

電力の原子力発電所が、運転中の発電
所の定期検査も重なって、全て（17基）
停止になるかも知れない。東京電力で
は、休止中の火力発電を運転したり、
隣の電力会社から電力の融通を受けた
り対策を講じているが、さらにマスメ
ディアを通じて一般市民に節電を呼び
かけている。水道やガスとは異なり電
力の場合にはその特性から、電力のほ
んの少しの不足が大停電を引き起こす
可能性がある。「一度大規模な停電が起
これば、その有り難さが分かる」とい
う国会議員もいる。しかしそれでは、
首都東京を含む関東地域が大混乱を来
す。

政策的に原子力発電を追いつめてい
るものに、行政先導で進められている
「電力自由化」政策がある。電力自由化
が極端に進められた場合には、極論す
るとわが国では電力会社からして脱原
発になってしまう可能性もある。火力
発電と異なり、原子力発電は設備投資
が膨大であるためである。

電力自由化政策とは、本来、日本の
電気料金を国際レベルまで引き下げる
ための手段の一つであるが、海に囲ま
れているわが国としては、欧州のよう
に電力の安価な国々から自由に買えば
いいというわけにはいかない。また、
アメリカ・カリフォルニア州のように
電力が投機の対象として逆に高価にな
ったり、電力が不足しているのに設備
投資が手控えられたりしたのでは何に
もならない。
この電力自由化には、原子力発電を

どうするのかとういう具体的な議論が
ほとんどなされていない。わが国では
原子力発電がエネルギー政策の基軸で
あり、電力自由化を進めるに当たって
は原子燃料サイクルを含めた原子力発
電についての位置づけが不可欠である。
電力自由化の進展が、結果的に原子力
発電所の建設を阻害し、わが国の電力
の安定供給や安全性を欠いたのでは全
く意味がない。
福島県のように原子燃料サイクルの

必要性を疑問視し、原子力政策の見直
しを進言している自治体もある。電力
自由化政策を機会に、MOX燃料の利用、
原子燃料サイクルのあり方についての
官民の役割分担を再度検討し、国とし
ての具体的な対応を明確にする必要が
ある。そのためには、わが国の長期的
な観点に立ったエネルギー政策を行政
に任せるのではなく、国会の場で十分
議論し、明確な姿勢を打ち出すことが
求められている。

（編集長）
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イラクは重要な情報を全て開示するか

本日は日本が何をすべきかという問
題を、イラクと北朝鮮の問題を例にと
りつつお話ししてみたいと思います。
きのう（11月18日）から安保理決議

1441に基づき、イラクへの国連監視検
証査察委員会（UNMOVIC）とIAEAの
査察の打ち合わせが行われ、11月27日
から本格的に査察作業が始まります。
安保理決議1441に基づいて、その査察
の結果を60日以内に安保理に報告する
ため、その日限は、来年1月27日にタイ
ムリミットが来ます。本来であれば45
日以内に査察を開始することになって
いるのですが、一カ月以上早いペース
で始まります。91年の湾岸戦争のとき

は1月15日に安保理決議678のデッドラ
インが切れて、1月17日から2月28日ま
で、43日間のオペレーションが2月の末
に終わったわけです。そのようにペー
スを速めているのは、3月になると砂嵐
と高温なるとか、その時期の現地の気
象状況が必ずしもよくないので、現地
におけるいろいろな状況を考えて見れ
ば、2月の末までに第1段階の一連のオ
ペレーションを終わらせたく、その為
にはできれば1月の下旬までに査察を全
部終わらせたいと考えているのではな
いかと思います。
もちろんこの安保理決議1441の規定

上は、それまでの間に重大なる違反が
あった場合でも、その時点で安保理に
報告されることになっていますので、

この安保理決議だけで自動的に武力行
使に繋がることにはならないと国連担
当のアメリカ大使が説明しています。
けれども重大なる違反があった場合に
は深刻な結果を招くとこの安保理決議
にはなっていますので、必要な措置を
取るという別の安保理決議が通る可能
性はあるのだろうと思います。重大な
違反があるにもかかわらず、そのまま
見逃すということにはならない。した
がって、イラクはいずれにせよこの査
察に全面協力しないといけないのです
が、この安保理決議1441は、あらゆる
施設に対して無条件、無制限にアクセ
スできるということですから、大統領
の関連施設の隅々まで見ることが出来
ます。イラクにとってみれば重要な施
設の情報を全部提供するということに
なり、査察自体がスパイ行為に近いと
彼らは考えていて、すべてを受け入れ
ることは難しいのだろうと思います。
しかし、例えば施設の一つの鍵が開い
ていないと「非協力的」となってしま
います。また、「インタビュー」という
事情聴取のときに、いかなる人に対し
ても無条件に、イラク当局の立ち入り、
同席なしにインタビューができること

イラクと北朝鮮の問題が厄介なのは、大量破壊兵器の開発に絡んでいること、それを

テロに売りかねないこと、さらに独裁政権であるということです。イラクの国民の方が

まだましだと思うのは、世界の情報に触れることができ、お金が少しでもある人はドル

に両替して危機に備えようとしていることです。イラクは石油も豊富に埋蔵されている

ため、国の復興にも目途が立ちます。それに比べ…。

11月17日、森本敏先生に両国とアメリカをはじめとした諸般の情勢についてのお話

しを伺いました。 （編集部）

米国の安全保障戦略とアジア
－イラク・北朝鮮情勢

森本 敏　　拓殖大学国際開発学部教授
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になっており、それは国内に限らず、
国外でもできることとなっています。
しかも家族も含めて国外に連れ出すこ
とができるということになっています
から、イラクからすると亡命を助ける
ことになっています。要するに査察態
勢の強化という名のもとで、イラクが
過去12にわたる安保理決議にことごと
く違反してきたという実績を念頭に今
回の安保理決議ができているものです
から、イラクがほとんど履行できない

ような内容になっていて、早晩どこか
で事態も破裂する可能性はあると思う
のです。

安保理決議はテロではなく大量破壊
兵器の有無

そこで問題は、そのような事態にな
ったときに、アメリカが仮に武力攻撃
をする場合に、日本はどうしたらいい
かということです。そのお話しをする
前に、一体この安保理決議1441という

のはどのような意味合いを持っている
かということについて、2点お話しした
いと思います。
一つは、大量破壊兵器の開発疑惑で

す。その意味において、実はテロと関
係ないのです。アメリカは去年のテロ
事件以来、長きにわたって今後テロと
戦うと言いつつ、実際は今回の1441は
テロの問題には一切言及していません。
大量破壊兵器にのみ留意している安保
理決議になっているわけです。しかし、

2002年11月8日（金）、国連安全保障理

事会は、イラク問題に関する決議1441を

全会一致で採択したところ、概要以下の

とおり。

イラクに対し武装解除の義務を遵守する

「最後の機会」を与える

●イラクは、関連安保理決議上の義務に、

これまでもまた現在もなお「重大な違

反」をしているが、イラクに対して、

関連安保理決議のもとでの武装解除の

義務を遵守する「最後の機会」を与え

ている。
●イラクは、事務総長より決議採択の通

報を受けて7日以内に、この決議を遵守

する意思を示さなければならない、と

している。

強化された査察体制を構築し実施する

イラクが長期にわたり査察の実施を妨

害してきた実態を踏まえ、また武装解除

のプロセスを完全かつ検証可能な方法で

完了させるために、強化された査察体制

を構築するとして、以下を規定している。

aイラクは、決議採択から30日以内に、

大量破壊兵器、弾道ミサイルなどの

開発計画に関する正確、十分かつ完

全な申告書を提出する。

sUNMOVICとIAEAは、決議採択か

ら45日以内に査察を開始し、査察開

始から60日以内に査察結果について

安保理に報告する。

dUNMOVICとIAEAによる査察の対

象範囲を拡大した上で、そこへの即

時、無条件かつ無制限のアクセスを

イラクが認め、イラク国外で関係者

をインタビューする可能性など査察

方法も強化する。

f査察実施の際の査察団の権限を強化

する。この関連で過去の了解にかか

わらず、大統領関連施設についても

その他の施設と同様のアクセスが認

められる。

イラクに更なる重大な違反があった場合

には安保理会合を即時に開催する

●イラクの申告書に虚偽や省略があった

場合やイラクが決議の履行・実施のた

めに協力を行わない場合には、更なる

「重大な違反」があったとみなされ、即

時にこれを評価するための安保理会合

が開催される。この会合でイラクによ

る義務の完全な履行の必要性が検討さ

れることとなっている。
●イラクによる査察活動の妨害や武装解

除の義務の不履行があった場合には、

UNMOVICとIAEAが直ちに安保理に

報告し、即時にこれを評価するための

安保理会合が開催される。この会合で

イラクによる義務の完全な履行の必要

性が検討されることとなっている。
●その際に安保理は、イラクに対して継

続した義務違反の結果として「深刻な

結果」に直面することを繰り返し警告

してきたことを想起する、とされてい

る。

国連安保理決議1441について（外務省ホームページより）
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イラクがテロとどういう関連になって
いるのかということについては、どん
なに査察を行ってもわからないわけで
す。
ではアメリカとイギリスがいままで

どう言ってきたかというと、アメリカ
のCIA報告と国務省報告では、かつて
アルカイーダがフセイン大統領と接触
した形跡があると言い、イギリスは形
跡はあるが証拠は明らかにできないと
言って、いずれも証拠不十分の形の報
告しています。ところが、大量破壊兵
器だけを念頭に今回の安保理決議がで
きていますから、一体、テロとどうい
う関係になっているのだという話にな
ります。そこで、仮にテロと関係があ
るという議論がそこでできたとしても、
証拠がないわけです。
もう一つの問題は、イラクと北朝鮮

の成績表を比べてみますと、化学兵器
については双方、化学兵器禁止条約に
加盟していないし、両方とも持ってい
るらしい。両方ともかつては持ってい
たし、北朝鮮は持っていると言ってい
ます。生物兵器については、生物兵器
禁止条約に双方とも入っていますが、
双方とも持っている。核兵器について
は、核不拡散条約（NPT）に双方入っ
ていますが、イラクが核兵器を持って
いるという形跡は今のところありませ
ん。持っていないとアメリカは言って
います。しかしその意図があれば、短
い時間、マイヤー統合参謀本部議長は2
～3年と言い、ラムズフェルド国防長官
は半年か1年と言い、いずれにしろ今は
無いと言っています。北朝鮮は核開発
計画を認めています。ですから成績表
をつけると、北朝鮮のほうが質が悪い。

しかし、北朝鮮の問題は国連安保理
には提訴していません。それはなぜか
というと、よくわからないけれども、
二つ理由があって、いま北朝鮮を非難
する安保理決議をすると、北朝鮮の方
が悪いのではないかという話になって、
イラクの問題が吹っ飛んでしまう。そ
うすると、アメリカがイラクをプライ
オリティーの第1に置いてきたのに、イ
ラクより北朝鮮だという話になって問
題がすり替わってしまう。というわけ
でアメリカのプライオリティー上の問
題があります。
もう一つは、イラクと北朝鮮の成績

表を比べた場合に、イラクのほうが類
似の安保理決議にずっと違反してきて
います。北朝鮮は別に類似の安保理決
議に違反したということでなく、そも
そも類似の安保理決議などないわけで
す。ですから、過去の国連に対する悪
行を比べた場合、イラクのほうが成績
が悪いことになります。さらに、イラ
クのほうが大量破壊兵器をテロに渡し
てしまう可能性が高いとアメリカは思
っていなす。しかし、客観情勢はそう
ではなく、北朝鮮の方が自国の経済上
困っているので、簡単に売ってしまう
可能性もあるという議論ができるわけ
です。
この問題は結局はっきりしないが必

ずしも論理的でないのです。つまり、
テロの事件が起きてから急にイラクだ
と言い出したけれども、安保理決議
1441をよく見ると全然テロと関係ない。
しかも、イラクとテロとの関連につい
ては証拠も示さない。この様な議論で
は国際世論は説得されない。アメリカ
の行うことが論理的でなければならな

いという理由はないのですがこの点に
ついては論理的でないのです。テロと
のかかわりについてアメリカは、明ら
かな証拠を国際社会に示すことはでき
ないのではないか、証拠がないのでは
ないかと思うのです。

日本は政治的支持表明と外向的支援と

さて、そこで日本政府は、いまアク
ション・プログラムというものをつく
っているわけです。このアクション・
プログラムというのは、日本が何をす
べきかというカテゴリーごとにメニュ
ーをつくっていまして、その第一のメ
ニューがアメリカに対する政治的支持
の表明です。これは可能と思います。
小泉さんのことですから「強く支持す
る」と表明するでしょう。しかし、そ
の強く支持する根拠は一体何かとなる
と、なかなか難しい。
2番目は経費の分担です。経費の分担

にも実は三つあって、一つは戦費、俗
にいうオペレーショナル・コストを払
うことです。このコストは月に大体60
～90億ドルだと言われています、いま
のところ。長期に及べば当然請求書が
回ってくるかもしれません。二つ目は、
これは大衆受けすると思いますが、要
するにオペレーションが終わった後の
復興支援、難民支援、人道援助という
カテゴリーの問題です。
三つ目のカテゴリーは、実はイラク

の債務に対するリスクというのでしょ
うか、イラクに対しては一番債務を持
っているのはロシアで、約60億ドルで
す。日本が7,000億円、ざっと50億ドル、
フランスが40億ドルの債務を持ってい
るわけです。アメリカがイラクを押さ
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えてしまったら、このお金が戻らない
可能性があるわけです。日本の債務と
は石油資源の採掘、その他いろいろな
プロジェクトに金を出しているのです。
それを帳消しにしろといわれても、そ
れはなかなか受け入れ難いのです。
第4のカテゴリーが外交的な支援で

す。外交的な支援とは、幅広い中東湾
岸地域の平和と安定のための協力とい
うカテゴリーです。このカテゴリーで
はどこを念頭に置くかについては随分
議論のあるところで外務省はトルコと
ヨルダンに重点をおくという考えのよ
うです。

実質的支援では国際治安支援部隊の
派遣か

第5のカテゴリーが、広い意味での実
質的支援で、これが三つぐらいありま
す。一つがきょうの閣議で決まった、
いわゆるテロ特措法の延長に伴う支援
の拡大という問題です。それ以外に、
作戦が終わった後の国際治安部隊への
支援もあります。アフガニスタンのカ
ブールにあるようなISAF（国際治安支
援部隊）のようなところへの後方支援
ということもあり得るかもしれません。
しかし、PKO法には5原則があって、
その法の下では支援のための派遣がで
きません。そればかりではなく、PKO

法には上限2,000人という決まりがあり
ます。いま既に東チモールに690人、ゴ
ラン高原に45人ぐらいなど、それらを
カウントすると1,500人程度派遣してい
ます。海・空自衛隊の輸送要員も入れ
たらもう少し出しています。これで
ISAFにも出すということは、いまの
PKO法の5原則の点と上限の点で無理

です。それでは、新しい法案の決議が
必要かという話になると、新しい法案
で国際治安支援部隊に参加、協力する
ということにすると大変政治的にはき
つい話になります。もう一つは多国籍
軍への後方支援ということですが、こ
れはもっと厳しいということになりま
す。
したがって、テロ特措法、それから

PKFあるいは国際治安支援部隊、それ
から多国籍軍、この三つの実質的貢献
を、この臨時国会では無理でしょうけ
れども、来年の通常国会以降どう考え
るかということになります。
米軍は、オペレーションが長期に及

ぶと、日本に対して海上輸送での支援
を要請してくると思うのです。それか
ら、湾岸戦争のときのように掃海艇の
派遣要請です。掃海艇の派遣は日本の
タンカーのためだという議論ができま
す。それからもう一つ、この前のイエ
メンのタンカーのテロの時のように、
チョークポイントを守れという議論が
あります。マラッカ海峡でもロンボク
海峡でもいいが、アジアのチョークポ
イントを日本がきちっと守ればいいで
はないか、それによって間接的に貢献
するという議論です。チョークポイン
ト、海上輸送、それから掃海、こうい
うことを行うための新しい法律がいる
という話なのです。ただ、掃海艇だけ
は海上警備行動で行っていましたので
先例があります。
本来日本は、湾岸地域から依然とし

て原油の海上輸送をしていますから、
中東湾岸諸国との外交関係もあり、日
本としてチョークポイントの警備をき
ちんと行うなどして貢献すべきだとい

うことなど、日米間ではいろいろな関
係が考えられます。

北朝鮮をにらみながら、イラク問題
にどう対処？

さて、そこで考えることはたった一
つなのです。それは厄介な問題で、北
朝鮮問題なのです。北朝鮮に、KEDO

（朝鮮半島エネルギー開発機構）はだめ、
重油もだめとして追い込んでいるわけ
です。アメリカは対話しない、韓国は
できない、日本との対話には応じてこ
ない。アメリカが北朝鮮をどうしよう
としているかわかりませんが、対イラ
クが終わって、こちらに向くかもしれ
ないのです。北朝鮮をここまで追い込
んだことは今までなかったことです。
彼らはとにかく食料も断たれ、燃料も
断たれ、交渉も断たれ、ほとんど手の
打ちようがないというぐらい追い込ま
れているわけです。つまり、彼らにと
って出口は日本しかないのです。です
から、日本との交渉に応じるか、核計
画を進めるか、ミサイルを飛ばすかに
なってしまう。
いまは事態が非常に悪いのです。そ

ういうときにイージス艦を出せるのか
という問題は、北東アジアの安定をど
う考えるかというもう一つの問題と関
連してくるのです。1艦ぐらいならいい
のですが、来年の前半には日本の周り
は手が抜けない状態となります。非常
に危なっかしい状態が日本の周辺で生
じているのに湾岸かという話なのです。
海上自衛隊の能力は、ものすごく限

られています。東チモールに海上輸送
もしないといけない。邦人救出もしな
いといけない。その様なときに、きょ
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うの閣議でタイから湾岸への輸送任務
に1艦しかない輸送艦「おおすみ」を使
うわけです。必要最小限度の防衛力し
か持たされていない日本の防衛力を、
湾岸に使ってしまって、こちらはどう
するのだということになります。
いま弾道ミサイルが飛んできたらど

うするということで、アメリカは既に1
カ月前から沖繩に弾道ミサイル探知用
の航空機と艦艇を集結させています。
これはノドンとテポドンの発射実験の
時もアメリカは同じことをしました。
アメリカは何か情報を持っているのだ
と思うのです。しかしわれわれには分
かりません。アメリカはイラクの次に
北朝鮮を一体どうしようとしているか、
北朝鮮がそれをどう読み切るかに、い
まの日朝交渉の行き詰まりがかかって
いるわけです。
その時にわれわれは、それらのこと

をきちっと分析しながら、イラクの問
題にどういうおつき合いをするかをト
ータルで考えないとなりません、アメ
リカはグローバル・パワーですから。
したがって、「ちょっと待てよと。一番
大事なことは日本の防衛ではないか」
ということを本当にちゃんと考えてい
る人がいるのかどうか、ものすごく危
なっかしい状況です。外務省は国際貢
献とかアメリカとの関係とか言ってい
ますし、経済産業省はエネルギーの安
定供給、船団護衛、ペルシャ湾とか、
みんな別々のことを言っているのです。

きちっとしたケーススタディを政府と
して総合的に行わないとすごく危ない。
北朝鮮はちょっと容易ならぬ状態なの
です。

Win Hold Win

【委員】もう一つ関係するのは12月19日
の韓国大統領の選挙。
【森本】そうなのです。韓国も身動きが
取れないのです。アメリカは一筋縄で
はいかないですし、共和党が強烈な対
応をとろうとしていますから、迷惑す
るのは日本なのです。
【委員】アメリカからのいろいろな論文
を見ると、最近とみに北朝鮮に厳しく
なってきました。
【森本】つまり、イラクと北朝鮮を成績
表で比べると、明らかにイラクより北
朝鮮のほうが悪いじゃないか*という議
論が共和党の中で起きていて、なんで
北朝鮮をほったらかすのだというわけ
です。しかし、二正面はできない。と
りあえずアメリカには「ウィン・ホー
ルド・ウィン」という戦略があって、
イラクにウィンするまで北朝鮮はホー
ルドして、その後に北朝鮮にウィンす
るというのが「ウィン・ホールド・ウ
ィン」なのです。だから、120万人の兵
力でいいということになったのです。
北朝鮮については、米大統領が言って
いる「平和的解決」とは「ホールド」
しているわけです。だけど、イラクに
ウィンしたら、こっちに来るのですよ。

だから、来年、2003年の前半は経済も
政治も大変厄介なのだなと思います。
【委員】私は、いまの政治絡みから経済
に危機感を持っているのです。日本の
経済に響きますよ。
【森本】アメリカの経済もあまり成績が
よろしくなく、急速に悪くなってきま
した。日本でも一般のマーケットはす
ごくよく分かっていて、敏感です。イ
ラクに査察が入り、北朝鮮への重油提
供停止やKEDOの活動が途切れた時点
で株がどっと落ちています。あれは別
に不良債権の問題でないと思うのです。
非常に行き先が不透明だということで、
急速に株が落ちるという状態が起きて
いるのではないかと思います。これか
らの日本のありようを、国会で早めに
きちっとした議論をしておかないとと
いう感じがしますね。

テロには見つけ次第先制攻撃：米の
ストラテジー

さて、日本の貢献だけの結論のとこ
ろを先に申し上げたのですが、「そもそ
も論」を一つだけお話しすると、アメ
リカが去年のテロ事件に遭遇して以来、
アメリカは脅威の認識を変えて、冷戦
が終わって10年間はっきりしなかった
脅威が、テロと大量破壊兵器が結びつ
くということだという結論になった。
これを解決すれば国際社会の平和と安
定を維持できると彼らは本気で思い、
これに対応する時に、一つだけ従来の
考え方というか、戦略を変えていかな
いといけないということがわかった。
その変えることとは何かというと、「抑
止理論」です。
抑止理論というのは従来、懲罰的抑

＊：11月以降の北朝鮮の動き；12/12核施設の再稼働を表明　12/21 IAEAの封印撤去･監視活動への妨

害活動　12/24黒鉛炉稼働準備開始　12/27 IAEA査察官を国外追放へ　12/29 NPT脱退を示唆

12/31 IEAE査察官退去　1/10 NPT脱退を宣言　1/11駐中国大使がミサイル実験再開を示唆　1/12

労働党機関紙「戦争準備できている」 1/19朝鮮中央通信「安保理付託には強硬対応」
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止といって、例えばＡがＢに第一撃を
加えると、Ｂは報復をする。ところが、
第一撃によって得られる利益よりも第
二撃による報復のほうのダメージが大
きいということを合理的に悟って、Ａ
は思いとどまるというのが懲罰的抑止
の理論で、これを成り立たせるための
要件は、Ａが合理的に判断する、そう
いう判断能力を持っていることが必要
です。第2が、第二撃の報復が常に有効
であるということなのですが、テロに
はその二つとも成り立ちません。つま
り、死ぬつもりでテロをして、相手か
ら報復されるときにはいない。どこに
いるか、あるいは死んでいるか、これ
では懲罰的抑止は成り立たない。
すると、それを防ぐためにはどうし

たらいいかというと、テロの能力と意
図がある者には、見つけ次第に先制攻
撃に出て、とにかくその能力を破壊し
ておかないといけない。それが「プリ
エンプティブ・アクション」というブ
ッシュ・ドクトリンなるもので、2002
年5月1日のウェストポイント演説、8月
15日の国防報告、9月19日のナショナ
ル・セキュリティー・ストラテジーの

基本になっているわ
けです。
これは国際法上ち

ょっと受け入れがた
い論理で、相手が攻
めてくるかもしれな
いということで先制
攻撃するなどという
のでは、現在の国際
法に基づく国際秩序
が成り立たない。そ
こで、個別自衛権を

行使して先制攻撃ができるというアメ
リカのこういった考え方は、現実の問
題としてイラクに適用することはやめ
ていただきたいということを同盟国が
みんな言い出しました。このためにア
メリカは、安保理決議1441を通すため
の努力をして、形ばかりのものをやっ
と通しました。しかし、要するにイラ
クに違反行為があったからといって、
自動的に武力行使することにはならな
い。それを「自動性がない」と言うよ
うですが、妥協の結果そういう安保理
決議になったわけです。妥協の結果と
はいいながら、実際には15の安保理常
任・非常任理事国が全会一致で賛成し
たわけです。
安保理決議1441は妥協の産物ですが、

イラクに重大な違反があったら安保理
で審議されると私は思います。審議さ
れて、「あらゆる必要な措置を取る」と
いう安保理決議が通過すると思います。
それだけの違反行為が重なって、これ
だけの安保理決議が通って、なおかつ
違反行為が目の前にあっても何も対応
を取らない、そんなことはないと思い
ます。

巡航ミサイルなどで大勢を決す

さてそこで、アメリカはイラクへの
オペレーションをどう考えているかと
いうことですが、アメリカは比較的短
期間でできると考えていると思います。
短期というのは、湾岸戦争のときは38
日間の航空作戦と5日間の地上戦、合計
43日間で終わったのです。38日間の航
空作戦では約10万回の出撃、1日2,800回
出撃の航空作戦を行ったのですが、こ
のときの精密誘導兵器（PGM）の使い
方は、全体のウェポンシステムの9～
10％弱なのです。それがコソボでは
40％ぐらいになって、アフガンでは60
～70％ぐらいになっていて、今では60
～70％のPGMが使われるので、2週間
とか3週間とか言っていますが、1カ月
以内で第1段階の作戦が終わると思いま
す。
さて、このオペレーションを困難に

する要素が二つあります。一つは第2段
階の作戦がアメリカの考えているよう
なものになるかどうか、第2段階の地上
戦以降の占領政策において、イラクに
アメリカが考えているような新政権が
できるかどうか、ということです。場
合によってはイラク国内で大変な混乱
が起きて、バース党政権のフセインに
忠誠だった人が虐殺されたり、非常に
厄介な状態が起き、国内がかなりめち
ゃくちゃな状態になる可能性がありま
す。
もう一つ厄介なことがあるのです。

それは、フセインがどうなるかという
ことです。二つ考え方があって、亡命
するか政権を譲るかです。彼が逃げる
方法というのは、サウジの懐に入ると

新型巡航ミサイル（AGM-129）



いうやり方、エジプトに入るというの
もあるし、湾岸戦争のときにはモーリ
タニアに逃げるという案がジェネラル
ズ・ウォーの中に書いてありました。
そうでなければ、イラクがこの戦争に
政治的に勝つ方法としては、生物・化
学兵器をイスラエルとかクウェートに
集結した米軍に撃ち込んで、要するに
国際世論をわき起こすというやり方、
あるいはアラブ社会を引きずり込むと
いうやり方です。
1月28日にイスラエルは総選挙で、こ

のままいくとリクードの連立政権にな
る可能性があります。シャロンでさえ
既に今回、イラクからミサイル攻撃が
あったら必ずイスラエルは報復すると
言っていますから、前のように隠忍自
重はしない。ところが、イスラエルは
生物・化学兵器を持っていませんので、
イラクから生物・化学兵器のミサイル
を撃ち込まれたら、間違いなく戦術核
がイラクに飛んでいくということです
から、それは最悪のケースになります。
また、クウェートに既に8,000人ぐら

いの米軍、ドイツ軍とポーランド軍が
入っていますけれども、ここにはさら
に相当な部隊が入っていくと思うので
す。どうしてかというと、サウジが使
えない。すると、クウェートという狭
い隘路を使うしかない。これは「隘路
の戦術」というのですが、隘路を通っ
てイラクに入っていくときには、イラ
クから見るとクウェートという狭いと
ころだけをたたけばいいわけです。そ
のクウェートに米軍は空軍基地を置く。
空軍基地を守るためには陸上兵力を相
当、何万と置かないと守れない。そこ
に化学兵器を撃ち込んだら、恐らく数

千という被害が出ます。
イスラエルを攻撃するのはかなり難

しいけれども、クウェートへの攻撃は
そう難しくないのです。イラクの地上
部隊がクウェートに入ってきたときに
米軍が被害を受けるという可能性だっ
てあるし、場合によって先制攻撃に出
てこられたらもっと厄介なのです。
湾岸戦争のときにイラクが化学兵器

を使ったかどうかですが、その後、湾
岸戦争シンドロームというアメリカの
論文がものすごくたくさん出て、それ
を見ると、使っていなかったはずの生
物・化学兵器の被害を受けた米兵がア
メリカの病院ですごくたくさん治療を
受けています。その治療例が何百と出
ているのです。だから、国防総省はう
そをついているのです。もっとも、そ
れはイラクが使ったのか、アメリカが
間違って、化学兵器工場に弾を撃ち込
んで自分たちが被害を受けたのかはわ
かりませんけれども。
いずれにせよ、生物・化学兵器の被

害がゼロだったというのは嘘なのです。
最後の2月23～25日の3日間、かなり激
しい地上戦をクウェート戦域の西側で
行っているのです。その時かなり両方
に兵員の死傷者が出ているのですが、
その戦闘で化学弾が使われたという報
告がアメリカの報告の中に載っていま
す。ミサイルの弾頭でサウジとイスラ
エルに飛んでこなかったというだけで
す。

米の攻撃態勢はすでに整っている

それで、ワーストケースというか、
要するに非常に困難なケースが二つあ
って、アメリカは恐らく情報の問題を

どうやってマネージしようかなと思っ
ています。これが作戦計画の非常に重
要なところなのですが、それでは一体
いつ頃から始まるかということについ
ては四つぐらい要素があって、1番目は
イラクの1441の履行状態というのがど
の辺で破綻を来すかという要素です。
これは11月の27日から始まった査察が
60日間ですから、1月の26日までに非協
力的な対応が1回でもあると、その時点
で安保理に報告され、そこで法的な引
き金が引かれる。そのタイミングがど
うなるか。
2番目は、現地におけるアメリカのセ

ントラル・コマンドの態勢ですが、現
在、フロリダのタンパにあるセントラ
ル・コマンドの司令部がカタールに移
転することになるわけですが、既に移
転のための準備要員が100名ぐらい出て
いますけれども、12月の第1週に1,000名
ぐらいの司令部要員を移す大演習をや
って、現地における司令部の態勢が整
います。なぜカタールかというと、当
然のことながら前回はサウジアラビア
のリアドの国防省の2階と3階を使って
いたのですが、今回サウジが協力して
くれないのでカタールを選びました。
カタールを選んだ理由は恐らく私の想
像では二つあり、一つはイラクが持っ
ているミサイルの射程のぎりぎりレン
ジの外にあることです。これ以上近い
と非常に危険性があるし、これ以上遠
いと戦術戦闘機の作戦能力が十分にな
い。しかもカタールは親米的でもある
し、海軍基地が隣接しているので、エ
バキュエーションも海上補給も非常に
便利だということで、ペルシャ湾に面
するカタールに今回は司令部を移動し
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て態勢を整えるわけですが、この態勢
が整うのが12月の10日前後です。
もちろん、米軍は今、空母を2隻配備

していますが、空母「コンステレーシ
ョン」をいまアメリカの西海岸から出
したので、あと3週間ぐらい、結局12月
の初めに3隻整うこととなっています。
4隻目は地中海から持ってくるわけで
す。4隻の空母の態勢を整えて、ペルシ
ャ湾から3隻の空母とトルコから入って
くる戦術戦闘機で航空作戦を行うとす
れば、その態勢は12月初旬に整います。
イラクの軍事態勢も非常に重要で、既
にこの数日間いろいろな報道があるよ
うに、イラクが飛行禁止区域で英米軍
に対して反撃しているものですから、
もう既に対地攻撃が始まっているとい
う状態ですけれども、実態はそういう
理由をつけて、レーダーを一つずつつ
ぶしているというのが実態に近いと思
います。
その場合に一番厄介なのはイスラエ

ルの総選挙です。それから、トルコが
イスラム政権になってしまっていると
いうこと、サウジの協力が十分に得ら

れないということ、
この三つが前回と違
う制約要因です。プ
ラス要因としては、
クウェートが全面的
に使えるということ
と、アフガンに既に
オペレーションを行
うために艦艇50隻、
これは16カ国の編成
ですが、それが北ア
ラビア海にあります
ので、セントラル・

コマンドの態勢としては非常によい状
態が既に整えられているという現状で
あることです。それから事実上、ロシ
アの協力が得られていることも大きく、
これは湾岸のときと全然違うわけです。
ヨーロッパはしたたかですから、反

対、反対と言いながら、最後は全部賛
成してくると思います。ドイツもした
たかで、ソマリアでアメリカに協力し、
クウェートには既に兵力が入っていま
す。アフガンのカブールのISAF（国際
治安支援部隊）は、いまトルコ軍が担
当していますが、これをドイツ軍が肩
代わりするということで、ドイツは反
対、反対と言いながら、実態は結構ち
ゃんとバランスを取ってアメリカに協
力して何とか穴埋めをしようとしてい
ます。フランスも恐らく協力してくる
と思いますし、オーストラリアとイギ
リスは全面協力ということです。

今、北朝鮮を動かさない

では、日本はどうするかという話に
なるわけです。日本があまり「ペルシ
ャ湾」「イラク」と言わなくても、グロ

ーバル・パワーであるアメリカから見
れば、日本もトータルとしてテロ撲滅
作戦を行っているわけで、その意味で
インド洋できちっと貢献しているわけ
です。できれば北東アジアでの安定を
維持するために、すでにこれだけのこ
とをやっていますと言うと共に、イラ
クの戦後復興とISAFに若干のコミット
ができれば、湾岸戦争の時とは違う、
内容のある貢献ということなるので、
どうやって日本の貢献を説明するかと
いう、説明ぶりにかかっているのでは
ないかという気がするのです。私はあ
まり卑下する必要はないと思います。
南アジアと北東アジアをトータルで

見ながら、日本のあるべき政策を考え
た場合、通常国会で支援法を1本だけ通
して、戦後の国際治安部隊に何かコミ
ットができればよいなと思います。さ
きほど申し上げたように、PKO法で国
際治安部隊の活動を行うのはちょっと
実態として無理です。枠という意味と5
原則という二つの縛りがかかっている
からです。
いま日本は、日朝交渉が全然進んで

いません。はっきりいうと、アメリカが
イラクを完膚なきまでにやっつけるとい
う図を北朝鮮にまざまざと見せた方が、
むしろ日朝交渉のエンカリジメントにな
るという論理もあります。ここは北朝鮮
が動かないということで、ホールドとい
うか、抑止の態勢をきちっと作っておく。
北朝鮮から何があっても、抑止の態勢を
整えながら、当面の間、アメリカにおつ
き合いするという方法が一番バランスの
とれた対応と思っているわけです。どの
ようになるかわかりませんけれども、情
勢次第です。

B-52爆撃機：主翼の下にAGM-129を8基抱えている
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日本は脅しやすい国

【委員】テポドン、ノドンを本当に日本
へ向けて発射する可能性がありますか。
【森本】私は可能性があると思います。
日本が大騒ぎするのを北朝鮮はちゃん
と知っていて、非常に脅しの効く国だ
と思っていますから。彼らは本気で、
脅すことが彼らの外交の一番大きなテ
コだと思っています。それは日本国に
撃たなくても日本海に撃ってもいいし、
日本を飛び越えてもいい。
【委員】日本は大騒ぎになる。
【森本】日本では「ほれみろ」という話
になって、国論が割れる。「プレッシャ
ーをかけるから北朝鮮がわれわれに威
嚇をしてくるのだ」という議論になっ

て、誰があんな判断をしたのだとなっ
て、恐らく政府は追い込まれると思い
ます。日本人は気持ちや考え方の振れ
がすごいですから。ですから私たちは、
北朝鮮はこういうものですと、わかっ
ていても何回も言い続けないといけな
いので、きついのです。それでもＴＶ
局は、われわれが思っているとおりの
テレビ番組はなかなかつくってくれな
いですから。
しかし、よく考えてみると、アメリ

カという国はすごいなと思います。「ボ
トムアップ・レビュー」が1993年の9月
に報告が出された時に、私どもは馬鹿
にしていました。そのボトムアップ・
レビューの基本構想は、中東湾岸と北
東アジアで紛争が同時に大規模で起き

た時、アメリカが同時に
両方に対応するための態
勢を取るための冷戦後の
国防戦略をつくるための
ものでした。アメリカが
考えていた同じ状態が9
年後に起きている。あの
とき私たちは、イラクと
北朝鮮が同時になんて、
ばかじゃないかと腹で思
っていましたけれど、9
年経ってみると、アメリ
カのシナリオどおりに大
体ものが動いている。

ＡよりＢ、Ｃに注意

【委員】テロによる大量
破壊兵器というのは核で
すか。
【森本】核というよりか、
広い意味での大量破壊兵

器によるテロで、私は炭疽菌のように、
アメリカでのあの事件がテロであった
かどうか、いまだにはっきりしないけ
れども、そのような可能性があるとア
メリカはずっと思っているのではない
ですか。テロに大量破壊兵器が大量に
渡ってないからいいけど、その可能性
は常にあります。
【委員】核よりは可能性は多いですか。
【森本】アメリカは化学兵器とか生物兵
器を使ってのテロの可能性を考えてい
ます。そうでなければ、例えばアメリ
カがスモールボックスというか、天然
痘などのワクチンを1,000万人分もため
込んだりしないですよ。本気だと思い
ますよアメリカは。核については、ダ
ーティ、汚い核を使って行うテロとい
うのが唯一あるかもしれません。
あまり考え難いのですけど、アメリ

カが考えている最近のホームランド・
セキュリティについての議会証言を見
ると、非国家であるテロ組織が核兵器
を素朴なやり方で使うというものです。
ミサイルを撃ち込むのではなくて、漁
船の下に起爆剤と一緒に核兵器を積ん
で、ニューヨーク港に突っ込んでくる、
そういうやり方です。
【委員】ミサイルでドンと撃つほうが楽
じゃないですか。
【森本】国家ではないテロ組織ですから、
ミサイルの運用は難しいでしょう。アメ
リカに対して行うテロは、もちろん海外
にいるアメリカ人でもいいのですが、ア
メリカをシンボリックに示すようなアメ
リカ官邸、大使館、アメリカのビジネス
セクター、そういうところに対する集中
攻撃をアメリカは考えていて、その相手
は国家ではないのですね。B-2（Spirit）：アフガンの時は米国基地から直接空爆に参加
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【委員】従来は、そこまで大げさなこと
は出来ないだろうと思っていたけれど
も、最近の北朝鮮の話などを聞いてい
ると、しようと思えば出来るのじゃな
いかと思うようになりました。その辺
が北朝鮮問題のよく分からないところ
でもあるし、怖いところだと思うので
す。
【森本】国家がそのようなことをしたら、
国家そのものが完全に崩壊しますよ。
そこまで政権が自殺的行為をするかど
うかわからないけれども。
【委員】金正日とかサダム・フセインと
かがどういうメンタリティーになるか
によるでしょう。
【森本】だけれど、イラクに関する専門
家に議論させるとみんなが言うのは、
イラクは非常に好戦的だが狂気ではな
い。狂っているわけではない。それは
北朝鮮もそうだと言うのです。

とにかく大量破壊兵器の排除が先決

【委員】その様な国はテロとの関係があ
るわけでしょう。
【森本】テロとの関係では、自分たちが
国家としてテロをやるということより、
テロの組織に高額の値段で大量破壊兵
器を売り渡すという可能性のほうが高
いとアメリカは考えています。そのほ
うがむしろ始末が悪い。だから、大量
破壊兵器の開発をしている国は、そう
いうものがテロに渡らないように、と
にかく封じ込めるとしています。はっ

きり言うとアメリカは、全部大量破壊
兵器を取り去ったおとなしい政権だっ
たら居てもよいと思っています。現に
リビアがそうだとアメリカは考えてい
るわけです。かつてカダフィはアメリ
カに盾突いていたため戦闘機で攻撃し
たけど、いまはアメリカの言うなりだ
から居てもよい。つまり、別に殺さな
くてもいい。しかし、大量破壊兵器を
どんどん開発しているという状態があ
る限り、いつテロの手に渡るかわから
ない。それはいまの間に排除する。そ
ういう論理です。
そのことを北朝鮮に当てはめると、

別に金正日を殺さなくても、彼が大量
破壊兵器を全部排除すればよいわけで
す。ただ、そこで疑問が出るのは、大
量破壊兵器のない金正日が安定して生
存できるかどうかという問いに対して、
アメリカは「アンサー・イズ・ノー」
なのです。
【委員】サダムのバース党と同じ。
【森本】それはあり得ない、だからまず
イラクだ。同時にできないから、まず
イラクだということが大事なのです。
くり返しになりますが、来年か再来年
かは知らないけれど大変だなと思いま
す。いまのブッシュ政権が次の大統領
選挙までに北朝鮮まで入ってくるか、
あるいは次期選挙に勝ってから第2期政
権のプライオリティーが北朝鮮になる
のか、わからない。それはイラク次第
です。

【委員】イラクはフセインが潰れると、
戦後の日本みたいに「拝啓、マッカー
サー元帥殿」になるということは確か
なのですか。
【森本】確かかどうかわかりませんけれ
ども、イラクという国は民主主義を一
回経験しているのです。だから、あの
国はいまの強烈な治安機関によって独
裁政権の体制が維持されていますけれ
ども、あの政権が潰れたら民主主義を
謳歌できる素地は十分にあります。そ
こは北朝鮮と社会の体制が全然違うと
ころです。
もう一つは、サウジに次ぐ産油国で

あることです。莫大な石油を持ってい
る。これを売ればいくらでも豊かにな
るというのは目に見えています。国民
もそのことをよく知っているわけです。
まだ十分眠っていて、開発すればいく
らでも出てくる。
【委員】サウジの半分はあるといいます
から。
【森本】だから、いま経済制裁で開発を
止められているけれども、売ればいく
らでも豊かな国になるとわかっている
から、そこは親米になり得る余地があ
ります。「親米民主主義政権がイスラム
の世界にあり得るのか」という議論が
ありますが、インドネシアなどは民主
主義政権じゃなく、独裁政権なのです
かというと、そうでもないわけです。2
億人もイスラム教徒がいれば、それは
あり得るわけです。
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高レベル放射性廃棄物処分場
－候補地公募始まる－

いんふぉ くりっぷ 

原子燃料の有効利用を図るために、
その燃料サイクルの確立を進めてい
るわが国にとって、再処理工場から
出てくる高レベル放射性廃棄物を安
全に処分する場が未だに確立されて
いません。わが国ではこの処分場の
建設を具体的に進めるために、処分
の実施機関である民間の「原子力発
電環境整備機構」が、処分場の候補
地の公募を開始しました。
その最終処分場の建設地は、2023

年から2027年までに最終的に選定す
ることとしていますが、それには概

要調査地区、精密調査地区、最終処
分施設建設地の3段階に分けて順次選
定していくことにしています。この
処分事業自体が、非常に公共性が高
く、しかも操業期間だけでも100年以
上の長期にわたる事業であり、建
設・操業経費も数兆円に上ると試算
されていることから、受け入れ地区
の自主的な判断が重要であるという
観点にたって、その第1段階である概
要調査地域の選定にあたって、その
候補地を全国の市町村から公募する
ことになりました。

この公募に応じた地区に対しては、
その地区及びその周辺の地域につい
て文献及びその他の資料により地層
などの調査を行い、その地区の中か
ら概要調査地区を選定することにな
ります。選定においては、法定要件
に関する事項と付加的に評価する事
項が考慮されます。法定要件に関す
る事項としては、ちょっと詳細な内
容になりますが、次のような要件が
存在する地域は含まないとしていま
す。

q地震（断層活動）：文献に存在
が明らかに示されている活断層
がある場所

w噴火（火山・火成活動）：文献
に記された第四紀火山から半径
15kmの範囲にある地域

e隆起・浸食：過去10万年間の隆
起の総量が300mを超えているこ
とが明らかな場所

r第4紀の未固結堆積物：最終処分
を行おうとする地層が、約170万
年以降に堆積した（著しく強度
が劣る）固結していない堆積物
である地域

t鉱物資源：最終処分を行おうと
する地層において、その採掘が
経済的に価値が高い鉱物資源が
存在する地域
また付加的事項としては、経済的、

効率的な事業推進の観点から、地
層・地下水の特性、土地の確保や輸
送の容易性などについて、概要調査
地区としての特性を総合的に評価し、
相対比較を行いします。この第1段階
の概要調査地区の選定は、2007年頃
までを目途としています。
第2段階のボーリングなどの調査に

よる「精密調査地区の選定」は、

公　募　→　応　募 

文献その他の資料による調査 

市町村長、都道府県知事の意見 

概要調査地区の選定～2007年ころ 

ボーリング等による調査 

市町村長、都道府県知事の意見 

精密調査地区の選定2008～2012年ころ 

地下施設による調査 

市町村長、都道府県知事の意見 

最終処分施設建設地の選定2023～2027年ころ 

概
要
調
査
地
区
と
し
な
い 

精
密
調
査
地
区
と
し
な
い 

最
終
処
分
施
設
建
設
地 

と
し
な
い 

第
　
一
　
段
　
階 

第
　
二
　
段
　
階 

第
　
三
　
段
　
階 

最終処分施設建設地の選定手順



13Plutonium  No.40    Winter  2003

2008年から2012年頃、第3段階の地下
施設を設置して行う調査による「最
終処分施設建設地の選定」は2023年
から2027年頃を目途しています。最
終処分場の操業開始は2033年から
2037年頃を目指しています。

この最終処分場の建設・操業に伴
う地域への経済効果は、生産誘導効
果が約1.7兆円、雇用誘発効果がのべ
約13万人、固定資産税収が約1,600億
円と予測されています。また国の電
源立地対策交付金として、文献調査
段階に年2.1億円、概要調査段階に年
20億円（総限度額70億円）が拠出さ
れます。このような経済効果以外に
も、深地層空間の利用など施設の建
設に伴う他の分野への積極的な利用
発展を行えば、地域の将来の展望に
大きく貢献することができると期待
できます。
施設の安全性については、高レベ

ル放射性廃棄物自体が核分裂を起こ
すものではなく、ガラスの分子の間
に閉じ込めることから、有毒の産業
廃棄物で問題になっているように染
み出すという心配もありません。実
際、青森県六ヶ所村にあります日本
原燃（株）の建設中の再処理工場に
併設されている、海外から返還され

た高レベル放射性廃棄物固化体の貯
蔵施設の上を歩かれた方も多いと思
いますが、その施設が地下500メート
ルの所に設置されると考えればいい
と思います。
概要調査地区の選定は、高レベル

放射性廃棄物処分場建設のスタート

地点です。この地区の選定が基礎と
なり、処分事業が具体的に進むこと
になります。この施設の安全性や経
済効果、さらに超長期の建設・操業、
地域と施設との密接な繋がりを考え
ると、「気が付いた者の勝ち」という
ことになるでしょう。

処分場イメージ図
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#8

九州最後のヤマ閉山－－新聞は、

大見出しで感動的な記事をのせて

いた。

池島炭鉱が42年の歴史を閉じた日

（2001年、平成13年11月29日）、

最後の採炭を終えて昇坑してきた炭鉱

マンの手に、掘りだしてきたばかりの

石炭がしっかりと握られていた。「記

念にする」と語る口元に、笑みがない。

「千人が職を失い、島には仕事と生

活保障を求める人たちがあふれてい

る。やがて人口の流出が始まり、商店

は閉鎖する。石炭の島は消えた」（西

日本新聞）。こうした記事を読むと、

胸が傷む。

私が初めて池島炭鉱を訪ねたのは、

かれこれ四半世紀の昔になる。場所は

長崎県外海
そとめ

町、その名のとおり炭鉱は

海底にあった。立坑を数百メートル地

下に降りる。坑内は暑い。黒い壁にド

ラムカッターがうなりをあげて挑む。

掘り崩された石炭が、キャップランプ

の光源に輝く。私はいま居る場所が、

海中深いところだということを、忘れ

ていた。

考えてみれば、私のエネルギー人生

は、石炭から始まっていた。片山哲連

立内閣が成立したのは1947年の5月

だ。社会党から閣僚に入った水谷長三

郎商工大臣が、「特定のイデオロギー

によって、経済体制を変更しようとす

るものではなく、石炭の生産を急速に

増大させるために、経済が安定に至る

までの緊急措置として、石炭鉱業を臨

時に国が管理」する、と、『臨時石炭

鉱業國家管理法案』の提案理由を説明

した。ラジオを流れる大臣の高揚した

声を、熱い思いで聞いたものである。

池島炭鉱閉山の新聞記事は、そんな

日のことを、思い出させてくれた。常

磐炭鉱の採炭現場を視察した水谷大臣

が、褌（ふんどし）ひとつで、石炭の

塊
かたまり

を手にしていた写真と、池島炭鉱

に入ったときの私の姿が、重なって甦

るのである。

水谷さんといえば、演説のとき“梅

ケ枝の　手水鉢
ちょうずばち

叩いてお金が出るな

らばー”と、花街に流行
は や

った俗曲を唄

って、国家財政の苦しい状況を訴えて

いた姿を思い出す。その「水長さん」

（愛称で呼ばれた）と、炭鉱や金属鉱

山の調査や視察に同行するようになる

とは、そのときは思いもしなかったが、

経済政策だけではなく、ときに政治哲

学を教わる良き先生であった。一緒に

旅をしていても、奥さんには必ず電話

をかける。恵比寿
え べ っ

さんのような顔をほ

ころばせて、恐妻家の一面を衒
てら

うこと

なくみせる、愉しい政治家であった。

いつか私は、水長さんに炭鉱國管法

の提案理由説明で、とくに、「特定の

イデオロギーによって経済体制を変更

しようとするものではない」としたの

はどうしてか、と訊ねたことがある。

「君、イデオロギーをそのまま政策に

すれば誤りを犯すよ、だからこの文言

を入れた」と話してくれた。当時の社

会党はそれほど教条的とも思えなかっ

たが、それでも水長さんは、あえてイ

デオロギーに依った法律案ではないこ

とを強調しておきたかったのであろ

う。その後の社会党の政策が硬直して

いったことを考えると、水長さんの気

持ちが、痛いほど分かるのである。

私にとってもう一人忘れられないの

は和田博雄さんだ。和田さんが社会党

の政審会長をされていたとき、「傾斜

生産方式は誰の発案だったのか」と訊

ねてみた。「あれは有澤君だった。吉

田総理に、経済の分かる人を集めてく

れないかと言われて、何人か選んだ。

別に議題があるわけでもない昼飯会

で、私が誘ったのは、そう、中山伊知

郎、東畑精一、内田俊一、有澤廣巳君

らだったかな。その雑談のなかだよ、

この話しが出たのは」と、記憶をたど

ってくれた。
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しかし、吉田内閣は、総理の「不逞
ふてい

の徒輩
やから

」発言があって、国会解散総選

挙、片山内閣に変わり、農林大臣だっ

た和田さんは経済安定本部長官にな

る。工業生産の水準はやっと戦前の

30パーセント程度、経済再建は石炭

を飛躍的に増産する以外にない、とい

うのが有澤さんらの意見であった。

－－まず炭鉱へ鋼材を優先的に注

入する。増産された石炭を、鉄鋼

生産に投入する。鉄・石炭の生産

増加に伴ってこれを他産業へ割り

当てることによって、順次生産の

再開をおし進める－－

「ぼくたちはこれを傾斜生産方式と

呼んでいた。しかし、それはまだ物動

計画のうえでの話であり、それを実施

するための計画と体制とについては、

具体案はまだできていなかった。ただ

ぼくの頭の中では、こうした場合、炭

鉱を私企業の手にまかしておくことは

できなくなるという考えが浮かんでい

た」。有澤さんは、このように回想

（『学窓に映る戦後の風雪』）している。

軍需生産の基盤を支えた石炭鉱業

は、昭和15年には5,731万トンを記

録したが、終戦の年には2,233万ト

ンにまで落ちている。戦時中の急速な

新坑開発や地下深部採炭は、一方にお

いて採炭条件を悪化させていたが、そ

のまま傾斜生産の重責を担うことにな

った。低い生産性は大量の労働力の投

入によって補い、そこに生ずる赤字は

国家資金によって賄われた。昭和23

年には炭鉱労働者46万人を数えたの

である。

戦後復興は緒につきはじめたが、朝

鮮戦争後の需要減退、貯炭の斬増、炭

労の長期スト、輸入炭の急増、重油へ

の転換、人員整理、中小炭鉱の閉山、

産炭地域の崩壊。加えて戦時中の乱開

発、深部採炭による条件の悪化は炭鉱

災害を頻発させた。まるで、映画のラ

ッシュプリントを見ているような石炭

危機が、毎日のように新聞紙面を賑わ

したのであった。

私に思い出の品がある。三井鉱山芦

別で貰った安全灯だ。直径8センチ、

高さ30センチほどの円筒型、下部の

油壺はすずでできており、その上部を

ガラスで囲んでいる。工芸
アート

を思わせる

真鍮の柱を填
は

め込んだ、ガス検知器で

ある。ドイツのウルフ社から入れて日

本で造られたものだそうで、「真鍮の

柱は鎧
よろい

型といわれています。いまで

は目にすることもない安全灯ですよ」

と、夕張市石炭博物館の学芸員、青木

隆夫さんから教えてもらった。

石炭鉱業は、他産業に比べていちじ

るしく労働災害が高かった。中小炭鉱

の相次ぐ閉山で件数は減っていった

が、ガス爆発や、落盤等の災害の規模

が大きくなっていった。私の安全灯は、

「ランプの骨董品か」、と珍しがられる

が、悲惨な炭鉱災害の歴史を語る声が

聞こえてくるようで、思い複雑である。

私が石炭政策に直接関わるようにな

ったのは昭和30年の「石炭鉱業合理

化臨時措置法」からである。立坑開発

の促進、非能率炭鉱の買い上げ、生産

カルテル、価格カルテルの勧告などが

柱になっていたが、実体は大規模な閉

山と首切りを一層加速する合理化法で

あった。5年間で330鉱をつぶす。労

働者は22万人に半減する。生産性は

5割アップだ。－－合理化反対闘争に

火をつけたのである。

『石炭鉱業合理化政策史』（資源エネ

ルギー庁石炭部監修、平成2年刊）は、

〈戦後の40年間において激動を続けて

きた石炭問題と石炭政策の回顧〉と副

題をつけて、よく整理された労作であ

る。しかし、あのヤマの男たちの黒く

光った汗や、燃えあがった戦いの渦、

働く仲間の友情、閉山の苦悩、そんな

人間の息づかいは、この本から伝わっ

てこない。

炭労が「政策転換闘争」という聞き

慣れない戦術を決めたのは昭和36年

9月のことである。これまでの首切り

絶対反対の闘争から逃げて、首切り合

理化を容認する労使アベック闘争では

ないか、社会党はそんな改良闘争を支

持するのか、と党内から批判の声が挙

がったものだ。

私は政策転換闘争本部の事務局次長

をつとめた。事務局長は“政策の虫”

多賀谷さん（後に社会党書記長）であ

った。石炭は生産することはできるが、

製造することはできない。掘ればいず

れ無くなる。計画的に出炭量を上げる

ようにすれば雇用は確保できる。しか

し、と私は多賀谷さんと話し合ってい

た。「政府の政策の誤りは厳しく正さ
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なければならないが、閉山即失業にし

てはならない。雇用の安定をどうつく

るかだ」と。

私たちはそのための法律、制度作り

に没頭した。もっとも戦闘的といわれ

た炭労も、私たちの考えに耳を傾けて

くれた。党内や労働界を説得するのは

容易でなかったが、そんな思惑に関係

なく政策転換の行動を起こした炭労指

導者の、勇気ある決断には驚いたもの

である。

「一大国民運動を展開し、社会問題

化する」炭労の大行動が、首都東京を

埋めた。産炭地以外では珍しいキャッ

プランプにヤッケ姿の炭鉱労働者の、

こぶしを突き上げた、しかし、整然た

るデモは市民の共感を呼んだ。折から

開会中の臨時国会を石炭国会に一変さ

せて、つぎのような「石炭産業危機打

開に関する国会決議」を見たのであっ

た。

－－国産エネルギー源を重視する

方針で総合エネルギー対策を確立

し、エネルギー全体に占める石炭

の地位を確立する。

－－政府は雇用安定については最

大の努力を払い、転換職場と生活

保障のない合理化とならないよう

指導する。

国会決議を生かすために私たちは、

『石炭鉱業安定法案』、『炭鉱労働者の

雇用安定法案』、『エネルギー基本法案』

を作成して国会成立を迫った。河上丈

太郎社会党委員長と池田勇人自民党総

裁の党首会談を経て、「権威ある調査

団の答申に基づく措置につき政府の決

定があるまでは、経営者側は新規の人

員整理を行わず、労働者側は人員整理

についての紛争行為を行わない」と、

政府に回答させたのであった。

いままでの消極的な離職者対策から

積極策に転ずる転機をつくることには

成功したが、有澤石炭鉱業調査団の答

申には、「石炭が重油に対抗できない

ことは、今や決定的である」と書かれ

た。そして、社会的摩擦を回避する石

炭政策の大転換を求めてきたのであ

る。

昭和32年、世界銀行の推薦でフラ

ンスからソフレミン調査団が来日し

た。7,200万トンの出炭は可能であ

る、との報告書が出され、一時は

6,900万トン計画も作られて、希望

を持ったこともあったが、エネルギー

革命には抗すべくもなかった。第8次

石炭政策では1,000万トン程度とさ

れたものの、ポスト8次（平成4～13

年）では「段階的縮小を図る」と出炭

目標すら明記されないところまできた

のである。

ある日、原子力委員でもあった有澤

さんと話しをする機会があった。「核

分裂によって膨大なエネルギーが発生

するという認識は、20世紀物理学の

成果だ。この原子力は物理的性質のエ

ネルギーであって、化石燃料による化

学的性質のエネルギーと全く違う。放

射能の管理が十分おこなわれるなら、

クリーンなエネルギーとして資源的に

制約されない人類の欲するままに産出

できるエネルギーとして将来を約束し

ている」と語ってくれた有澤さんの言

葉が、いまでも、ふと、私の頭をよぎ

るのである。

平成12年3月、第147国会で『石

炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係

法律の整備等に関する法律』が成立し

て、鉱害関連法、構造調整法、労働者

等の雇用安定法、産炭地域振興法等が

一括処理された。これらの法律作りに

苦労してきたときのことを思い出しな

がら、廃止するとなると、なんとあっ

けないものかと、感慨を深くしたので

あった。

私の見てきた石炭の歴史は、ほんの

半世紀でしかない。それでも全国の炭

鉱地帯を歩き、鉱害の実状もつぶさに

見てきた。筑豊の詩人、内田博さんの

「炎」に心打たれたのも、そのころの

ことである。

炎

暗闇の悪路に

いく度も足をとられた。

どうも路に迷ったらしいな。

困ったな、と君は言った。

晩春

霧雨の夜空に黒々とボタ山が聳え

自然発火の炎のむれが鬼火のよう

に山肌をこがしていた。

筑豊炭田名物

陥落地帯のこれは悪路だ。

などと呑気なことを言い

君はずんずん歩いていった。

私の目の前に、「暗闇の悪路」が、

浮かんでは、消えていった。

2002年（平成14年）1月30日、

国内最後の炭鉱だった太平洋炭鉱が閉

山して、ヤマの灯は、消えた。130

余年の石炭の文化を語る「語り部」は、

年々減っていく。石炭が燃えるあの独

特の匂いを懐かしむ人々も、老いた。

風呂を沸かし、列車を牽
ひ

いた。小学

校の教室を暖めてくれただるまストー

ブが懐かしい。もくもくと煙を出して

きた石炭が、日本の夏の風物詩「盆踊

り」で、“さぞやお月さん　けむたか

ろ”と「炭坑節」に唄われるだけにな

るのかと思うと、ちょっと感傷に疼く。

（画・筆者、元衆議院議員）
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ブッシュ大統領は、1月28日の一般教書演
説において、イラクが武装解除しなければ武
力行使を行う可能性を警告しましたが、一方
核兵器開発を行っていると明言している北朝
鮮については、平和的解決を探るとしていま
す。当面、二正面戦争は避ける考えです。
核兵器など大量破壊兵器の開発・保有は、

国際社会から孤立させ、経済的にも困難な状
況をもたらすことは明白です。核兵器開発が
国家、国民の利益に繋がらないことを早急に
認識し、国際社会の一員になることを期待し
ます。

NPTは1967年1月1日前に核兵器を保有した
国々を核兵器国とし、それ以外の国々を非核
兵器国とする差別のある国際条約です。しか
し、なぜ非核兵器国がこのNPTを批准してい
るか、それは核兵器のない世界のための努力
の一環だからです。
核兵器保有五大国は、イラクや北朝鮮に核

兵器を作らせないための努力を図ると同時
に、イスラエル、インド、パキスタンの核兵
器の廃棄や、自国の核兵器の限りない削減を

進めなくては、NPTの意味が無くなります。
名古屋高裁金沢支部の高速増殖原型炉「も

んじゅ」の行政訴訟判決は、なかなか珍しい
というよりも、世間離れした判決でした。そ
の判決理由を言い換えれば、「もんじゅ」に
「絶対安全」を要求しているようなものです。
自動車に例えれば、「エンジンが動いている
とき、ブレーキは効かない、サイドブレーキ
も効かない、ハンドルも動かない状態であっ
たとしても、車を安全に運転できるように設
計しなさい。それができなければ作ってはい
けない」と要求しているようなものです。
判決要旨を読む限り、反対派の人達が主張

している極めて非科学的な、非現実的な事故
シナリオを採用しているようで、その様な車
の状態まで想定して国が安全審査を行ってい
ないので、設置許可は無効だと結論づけてい
ます。これでは全ての機械は作れないし、実
機による安全性の検証も出来ません。
平和が一番。今年こそ世界平和の実現のた

めの最初の年にと毎年思っているのですが。

編集後記
会　長

西　澤　潤　一 岩手県立大学学長

前東北大学総長

副会長

津　島　雄　二 衆議院議員

理　事（五十音順）

今　井　隆　吉 元国連ジュネーブ軍縮会議

大使

江　渡　聡　徳 前衆議院議員

大　嶌　理　森 衆議院議員
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